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濁
過
の
川
政
は
、
一
九
二

O
年
的
大
改
革
的
結
民
正

し
て
、
そ
の
前
後
に
於

τ著
し
き
封
脈
を
示

L
t
ゐ
る
O

A
7
般
削
測
地
の
大
城
省
が
綱
渇
の
諸
統
計
機
凶
を
総
動
員

し
て
一
九
二
五
年
内
川
政
統
計
数
字
を
削
査
し
延
に
之

を
戦
前
一
九
一
三
年
内
蚊
中
古
比
秘
し
た

ωも
、
こ
の

財
政
の
大
改
革

ω功
過
合
併
究
せ
ん
ピ
す
る
戸
外
な
ら

な
い
V

の
で
あ
る
。
恰
も
最
近
着
の
叩
削
減
雑
砧
仁
一
於
て

部
二
十
匹
岱
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繊
郎
ゆ
h

経
州
立
分
配
ご
職
分
ゆ
R
T
配
正
の
閲
係
を
知
る
上

に
於
て
も
、
叉
闘
際
比
岐
財
政
統
計
特
に
園
際
比
較
負

一
撚
統
計
を
研
究
す
る
上
に
於
て
も
、
こ
の
調
査
は
多
大

今
回
の
財
政
調
査
は
・
そ
の
規
模
に
於
て
も
そ
の
内
↑
の
質
径
を
競
す
も
の
で
ゐ
る
。

容
に
於
て
も
従
来
の
各
稀
の
調
査
を
凌
駕
L
濁
逸
凶
内
一
本
一
制
査
は
財
政
統
計
の
全
純
国
に
及
ん
で
ゐ
る
が
、

に
於
て
は
勿
論
他
の
諸
闘
に
於
て
も
類
例
を
見
な
い
桂
一
取
敢
ヘ
守
政
表
せ
ら
れ
た
の
は
牧
入

ω方
面
特
に
租
枕

で
あ
る
。
普
通
に
財
政
調
査
ピ
云
へ
ば
図

ω則
政
か
州
一
枚
入

ω方
面

t
ゐ
る
u

従
つ

τ只
今
迄

ω材
料
で
は
獅

の
則
政
か
粉
々
の
所
で
大
都
市

ω財
政
を
調
査
す
る
に
一
一
辺
が
別
政
般
入
を
如
何
な
る
方
面
仁
使
川
し

τゐ
る
か

止
ま
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
般
の
制
食
に
於

τは
真
一
の
絞
貨
の
問
題
に
つ

ντ
は
見
賞
が
立
た
な
い
の
で
あ

に
歩
を
進
め
て
、
現
在
の
獅
逸
の
地
方
附
醐
加
入
日
計
六
前
一
る
。
叉
枚
入
の
方
而
で
も
租
枕
以
外
の
も
的
例
へ
ば
、

三
千
五
百
の
書
官
綱
絡
し
且
つ
各
行
政
官
取
を
し

τ
一
日
公
企
業
枚
入
‘
手
数
料
使
用
料
山
収
入
ご
か
日
公
詩
文
正

自
己
の
責
任
に
於
て
牧
入
支
出
の
詳
細
を
調
査
川
紙
仁
一
か
の
方
聞
に
つ
い
て
も
材
料
が
依
り
て
ゐ
る
諮
で
あ

記
入
せ
し
め
た
ご
云
ふ
の
だ
か

ι、
そ
の
大
惜
の
輪
一
る
。
然
し
租
枕
牧
入

ω方
面
一
か
明
か
ご
な
っ
た

t
一耳ム

廓
は
想
像
す
る
に
難
〈
な
い
の
で
め
る
o
-
』
の
調
査
の
一
事
は
可
な
り
の
牧
獲
な
り
ご
一
耳
は
ね
ば
な
ら
れ
刷
。
蓋
し

結
果
を
基
礎
正
し
て
凶
ピ
州
己
地
方
幽
髄
正
の
問

ω
一
租
税
は
量
的
に
考
へ
て
も
質
的
じ
考
へ
て
も
現
代
獅
逸

E
Eロ
E
E同
区
会
の
割
合
を
決
定
し
一
九
二
九
年
四
月
一
仁
ご
う

τ日
公
課
の
中
の
最
も
重
要
な
る
も
の
で
あ
h
、

一
日
か
ら
確
定
的
の
も
の
ご
し
て
質
施
す
る
の
で
あ
る
↑
又
負
鎗
山
内
容
を
最
も
普
遍
的
に
仰
へ
る
も
の
な
る
が

か
ら
、
相
叫
逸
の
財
政
的
時
前
来
に
つ
い
て
は
重
要
な
る
調
一
放
で
ゐ
る
。

査
な

h
z
一
買
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
附
川
市
小
の
一
帯
も
そ
う
で
あ

る
が
目
前
の
事
質
に
つ
い
I

て
見
て
も
、
満
州
唱
の
行
政
組

雑

金主

猫
滋
山
机
枯
牧
入

ロ円
-
F
E
N

が
ニ
の
財
政
の
大
調
査
の
費
し
た
結
川
市
の

一
部
を
偽
へ

τぬ
る
か
ら
、
以
下
そ
の
大
要
を
紹
介
す

4
命
。

一一←一一二一ー一一 苛一←
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、
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会
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憾
の
租
税
収
入
を
合
算
す
る
ご
、
一
九
一
一
ニ
年
に
四
十

億
T

F

ク
の
金
額
を
示
し
て
ゐ
た
が
、
一
九
二
五
年
に

は
百
五
億
マ
戸
ク
に
恋
し
て
ゐ
る
。
印
も
机
枕
枚
入
が

戦
前
よ
、
り
も
六
十
五
億
マ
戸
ク
に
は
増
加
L
た
の
で
あ

る
o

故
に
人
口
一
人
常
b
租
枕
負
融
制
額
セ
算
定
す
る

吉
、
賞
仁
一
九
ご
二
年
に
七
0
・
二
麻
な
り
し
も
の
が
一

九
二
五
年
に
は
一
六
九
・
ニ
麻
に
上
・
旬
、
約
一
四
一
%

.rり
増
加

L
た
結
果
ご
な
る
の
で
め
る
。

戒
は
人
口
一
入
賞
b
祖
枕
負
携
額
な
る
も
の
は
決
し

τ精
確
な
る
材
料
に
あ
ら
宇
古
主
張
す
る
人
が
ゐ
る
か

も
知
れ
な
い
。
然
し
戦
前
の
獅
逸
ピ
現
在
の
獅
逸
ご

は
、
そ
の
人
口
数
に
於
て
且
つ
を

ω
領
土
の
面
積
に
於

て
非
常
な
麓
化
を
遂
げ
て
ゐ
る
か
ら
、
租
税
負
抽
閥

ω比

較
に
於

τ之
を
顧
慮
す
る
事
は
常
然
の
手
厳
で
ゐ
る
。

一
九
二
五
年
の
岡
勢
調
査
の
結
果
は
制
御
逸
人
口
六
千
二

百
四
十
高
人
ご
な
っ
て
ゐ
る
が
、
一
九
二
ニ
年
に
於

τ

一
九
二
五
年
現
在
の
領
土
上
に
あ
り

L
人
口
を
算
定
す

る
百
五
千
七
百
八
十
高
人
吉
な
b
し
謬
で
あ
る
。

人
目
一
人
嘗
ち
租
税
負
檎
内
戦
前
戦
後
の
数
字
を
比

駿
す
る
に
賞
hJ
、
物
問
問
騰
貴
L
基
〈
貨
幣
の
購
買
カ
の

醐
柑

----一一~--， '11"'---

減
少
を
も
注
意
す
る
必
要
が
ゐ
る
。
然
し
物
侵
勝
貨
は

租
枕
負
携
綴
膨
脹

ω
一
一
原
因
な
る
に
止
ま
h
、
そ
の
主

原
因
は
戦
時
中
及
び
戦
後
に
於
り
る
臨
時
費
の
激
増
に

之
を
求
め
ね
ば
な
ら
叫
。
就
中
重
要
な
の
は
、
賠
償
金

支
梯
な
る
掛
外
的
戦
争
負
指
苦
戦
守
彦
加
岩
、
共
家
族

及
び
遺
族
仁
劃
す
る
支
出
な
る
劃
内
的
戦
争
負
挽
己
で

あ
る
。
品
川
編
刺
施
設
袋
、
失
業
者
救
済
費
の
膨
脹
は
戦

前
に
於
て
は
・
怨
像
に
に
し
な
か
っ
忙
事
貨
で
め
ら
う
の

以
上
は
経
費
の
膨
脹
に
基
く
租
税
負
強

ω激
増
で
あ
る

が
、
他
而
に
於
て
ぬ
企
業
牧
入
の
激
減
せ

1
事
特
に
従

来
州
り
好
川
川
源
た

h
t
繊
道
牧
入
が
消
滅
せ
!
事
も
考

慮
に
入
れ
る
必
要
が
ゐ
る
。
此
等
の
原
闘
が
相
合
し

τ

和
税
負
館
内
過
重
を
来
た
し
、
従
来
の
組
枕
は
祁
度
迄

之
を
誌
求
L
韮
〈

L
夏
に
不
足
額
を
新
枕
に
よ
っ

τ柿

ふ
さ
云
ふ
結
果
正
な
っ
た
の
で
あ
る
。

貸
際
歎
・
U

ず
に
つ
い
て
見
る
。
一
九
一
一
二
年
に
比
し
一

九
二
五
年
の
租
枕
の
増
加
せ

L
額
は
六
十
五
億
マ
戸
ク

に
上
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
四

O
U刊
郎
も
二
十
七
億
7

戸

F
は
二
大
新
税
た
る
家
賃
松
宮
取
引
枕
ご
に
よ
っ
て
補

っ
て
ゐ
る
。
奮
殺
の
粛
す
所
を
児
れ
ば
、
所
得
税
に
於

第
六
腕
一
山
三

主主

銘
二
十
五
容

描
誕
の
租
枕
牧
入

， 蜘・F・'.，ι 



雑

飽

捕

逸

山

租

桔

肱

λ

て
十
同
協
7

u

y

ク
内
外

ω附
加
、
煙
草
枕
の
五
億
六
千
四

百
高
マ

W

P

、
土
地
建
物
税
四
億
四
千
五
百
7

F

夕、

替
菜
枕
の
ヲ
一
億
九
千
百
高
マ
片

F
の
増
加
が
あ
る
に
過

宮
な
レ
、
要
す
る
に
、
所
有
税
の
中
で
最
も
多
〈
膨
脹

し
た
の
は
各
業
枕
で
あ
っ
て
約
三
倍
、
消
費
税
で
は
煙

草
殺
が
首
位
を
占
め
約
十
一
倍
ご
一
疋
ふ
増
加
率
で
あ

る。
六
十
五
億
7

w

h

グ
靖
股

ω結
換
と
し
て
組
枚
入
中
で

各
租
税
の
占
む
る
地
位
に
趨
励
を
生
じ
た
の
で
ゐ
る
。

第
一
位
を
占
む
る
も

ω
叫
依
然
ど
し
て
所
得
税
に
し

て
、
股
入
額
十
四
億
マ
ル
ク
よ
り
二
十
五
億
T

Y

F

仁

増
し
た
る
仁
拘
ら
宇
、
制
合
に
於
て
は
戦
前

ω三
分
の

一
よ
b
一
九
二
五
年
内
四
分
の
一
に
下
う

τゐ
る
。
土

地
建
物
枕
は
一
九
二
二
年
に
は
第
二
位
な

h
し
も
の

が
、
一
九
二
五
年
に
は
共
地
位
全
新
枕
た
る
取
引
枕
及

び
家
賃
枕
に
譲
り
第
四
位
に
落
ち

τゐ
る
。
第
五
位
は

煙
草
税
、
英
女
H
H
管
業
枇
で
あ
る
。
此
等
の
六
つ
の
租

税
帥
も
所
得
税
、
取
引
秘
、
家
賃
秘
、
土
地
建
物
税
、

煙
草
税
、
修
業
枕
を
合
す
る
ぜ
、
純
租
税
投
入
(
関
税

を
除
〈
)
の
七
五
M

刊
を
占
む
る
事
正
な
る
。
此
等
の
租

、.

第
二
十
五
巻

一

第
六
斑

四
I!!I 

税
に
封
照
す
る
ご
、
財
産
枕
、
土
地
獲
得
税
、
運
送

税
、
運
搬
具
税
、
各
種
の
消
提
税
支
出
枕
は
微
々
た
る

↑
も
の
で
ゐ
品
。

一

三

一
比
較
を
便
に
す
る
縛
め
に
、
此
等
め
租
税
を
闘
が
ご

る
か
州
が
ご
る
炉
地
方
固
飽
が
牧
め
る
が
ご
一
去
五
貼
に

は
何
等
胸
る
る
所
な
〈
論
じ
た
の
で
あ
る
o
然
L
一
九

二
O
年
及
び
其
後
の
財
政
改
革
の
重
心
ご
云
ム
の
は
、

園
、
州
、
地
方
同
健
の
何
れ
の
課
税
主
位
が
何
れ
の
枕

源
を
捕
へ
る
か
さ
云
ふ
貼
に
も
存
し
て
ゐ
た
の
で
ゐ
る

か
ら
、
此
方
面
を
看
過
し

τは
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

闘
は
一
九
一
三
年
に
十
六
億
マ
ル
ク
の
祖
税
収
入
を

省
し
‘
そ
の
文
部
分
は
閥
枕
及
び
消
費
枕
(
火
酒
税
、

砂
糖
税
、
煙
草
税
)
に
し
て
租
税
総
枚
入
の
各
々
四

O

M

押
合
計
八

O
%を
占
め
た
の
で
ゐ
る
。
斑
接
投
の
方
面

の
財
源
は
、
臨
時
財
産
枕
を
一
度
課
し
た
事
を
除
り

ば
、
専
ら
之
を
州
及
び
地
・
万
閥
慢
に
譲
っ

τ
bた
の
で

ゐ
っ
た
。
然
る
に
一
九
二
五
年
の
岡
山
租
税
枚
入
額
四

十
三
億
7

戸
ク
に
つ
V
て
見
る
に
、
関
税
消
費
税
の
雨

者
を
合
す
る
も
僅
に
そ
の
宇
頓
に
越
せ
守
、
結
局
闘
は

寸哩

・ー・.'.， 



新
枕
た
る
取
引
税
に
よ
っ
て
租
枕
枚
入
の
四
分
の
一
を
税
な
る
牧
盆
枕
で
補
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
に

得
、
夏
に
財
政
改
革
に
よ
b
所
得
税
財
産
税
を
其
手
に
は
地
方
図
趨

ω租
枕
牧
入
額
が
三
士
一
億
二
ク
に
上

牧
め
、
以
1
直
接
枕
方
面
よ
h
股
入
を
仰
い
で
ゐ
る
誇
一

b
、
其
三
分
の
一
は
所
得
税
、
-
次

ω三
分
の
一
は
牧
盆

で

あ

る

。

一

校

、

最

後

の

三

分

の

一

は

取

引

税

及

び

家

賃

枕

に

訴

す

州
内
租
税
枚
入
額
は
1
1山
y
ザ
都
市
を
除
げ
ば
一

ι分
前
よ
b
支
帥
附
す
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。

ー

l
一
九
二
二
年
に
於
て
は
七
億
人
千
百
高
7

F

ク
な
一
要
す
る
に
、
闘
は
州
及
び
地
方
閣
髄
が
戦
前
に
有
せ

ち
し
が
、
一
九
二
五
年
に
は
二
十
四
億
7

p

p

に
上
つ
一
し
所
得
税
を
其
手
に
牧
め
た
の
で
あ
る
が
、
州
及
び
地

て
ゐ
る
o

戦
前
に
於
て
は
所
得
枕
財
産
税
の
ニ
枕
が
首
↑
・
万
閥
横
は
二
穏
の
新
枕
を
起
す
事
に
よ
っ
て
差
引
失
ふ

位
に
在
h
、
一
九
二
二
年
の
如
き
ニ
の
二
税

ωみ
に
て
一
所
が
な
か
っ
た
の
で
め
る
。
州
で
は
所
得
税
が
依
然
第

租
税
牧
入
額
の
四
分
の
三
を
占
め
一
1
ゐ
た
慌
で
ゐ
る
。
↑
一
位
を
占
め
、
家
賃
税
之
に
次
ぎ
、
枚
盆
枕
が
第
三
位

一
九
二
五
年
に
於

τは
州
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
所
得
税
は
一
に
存
し
て
ゐ
る
。
地
方
闘
健
に
於
〈
は
財
政
改
革

ω
結

車
に
四
O
M刊
に
過
ぎ
な
い
事
に
な
っ
た
が
、
他
方
に
取
↑
岡
市
所
得
枕
が
減
じ
股
盆
恥
叫
が
増
し
て
ゐ
る
。
地
方
財
政

引
税
家
賃
税
よ
り
可
な
h
の
分
前
を
受
け
夏
に
従
来
地
一
の
立
前
も
従
来
は
そ
の
調
節
会
専
ら
所
得
税
仁
ま
か
し

方
同
館
に
嵐
せ
し
牧
盆
税
(
土
地
建
物
税
及
び
轡
業
税
)
一

τゐ
た
が
、
現
今
で
は
醜
官
業
殺
に
よ
る
事
正
な
っ
た
の

を
共
手
に
牧
め
、
優
に
其
欠
陥
ぞ
補
ム
事
が
出
来
た
の
一
で
あ
る
。
闘
に
つ
い
て
見
る
に
、
取
引
税
が
第
一
位
に

で

あ

る

。

-

し

て

煙

草

枕

が

之

に

続

き

真

に

閥

枕

Z
云
ふ
順
序
ピ
な

地
方
川
悼
を
見
る
。
一
九
一
一
一
一
年
に
は
十
五
億
7
y

一つ

τゐ
る
。
第
四
位
は
火
酒
税
第
五
位
は
所
得
税
で
あ

ク
正
一
五
ふ
、
園
芸
同
じ
様
な
税
枕
枚
入
を
有

L
、
そ
の
一
る
。

枚
入
の
竿
額
は
所
得
税
に
よ
っ
て
之
を
支
排
し
た
の
で

あ
っ
た
。
而
し
て
約
四

O
d刊
は
土
地
建
物
税
及
び
拙
営
業

捕
逸

ω
覗
碕
牝
入

以
上
澗
逸

ω
積
枕
般
入
を
戟
前
一
九
ご
二
年
百
戦
後

一一一三一一一

A
U
F
-
ハ
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録

第
二
十
五
巻

e・ 日 品.•.. .. 
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• 

諜
帯

ι闘
す
る
三
新
著

一
九
一
一
五
年
ピ
の
二
期
に
品
川
も
比
岐
し
た
の
で
め
る
。

一
九
ニ
六
年
に
於

τは
一
九
二
五
年
て
多
少
相
濯
が
め
，

る
が
、
然

L
大
飽
に
於
て
は
一
致
し
て
ゐ
る
。
従
つ

1

一
九
二
五
年
の
財
政
的
批
況
は
之
を
最
近
の
扶
況
な
り

吉
一
去
っ
て
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

』
れ
は
獅
逸
大
成
省
の
此
み
て
ゐ
る
戦
前
戦
後
の
狗

逸
川
政
の
大
調
査
の
一
部
分
で
ゐ
る
。
真
に
新
し
き
調

査
が
俊
表
せ
ら
れ
る
に
従
ひ
度
々
研
究
範
闘
が
鳩
張
せ

ら
晶
ぺ
〈
、
崎
川
水
市
山
湖
逸
品
川
政

ω進
路
に
布
カ
な
る
指

針
を
奥
へ
る
事
正
な
る
の
で
め
る
。

調S

体


